
●日時　12 月 11 日・18 日（水）午前 10 時 30 分
●内容　11 日：誕生会、クリスマス製作
　　　　18 日：クリスマス会
　　　　その他　季節の歌、体操、手遊び、
　　　　　　　　絵本の読み聞かせなど
●対象   ０歳～６歳児と保護者　

●日時　12 月 6 日（金）　午前 10 時
●内容　食育　料理教室
●場所　船引保健センター
●対象   お子さんとその保護者　
●定員　親子 15 組
●参加料　無料
●申込　11 月 28 日（木）までに電話か来所時に
　　　　お申し込みください。

各施設の催し・募集など
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見やすく読み間違えにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

ひまわりひろば

子ども (82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター

子ども (78-1112（ FAX 兼用）三世代ふれあい交流館

●日時　11 月 19 日・26 日（火）
　　　　午前 10 時～ 11 時 30 分
●内容　親子遊び、手遊び、体操、絵本の読み聞かせなど
●対象   ０歳～６歳児と保護者　

子育て相談コーナーもあります。
自由来館になっています。
　　　　「遊びの教室」 以外でもご利用ください。

遊びの教室

育児講座

●日時　12 月 14 日（土）
　　　　午前 10 時
●内容　クリスマス製作、縁日広場など
●対象   幼児から大人まで（幼児は保護者同伴）
●参加料　一人 300 円
●申込　12 月 7 日（土）までに、参加料を添えて、　　
　　　　船引児童館にお申込みください。

クリスマス会

子ども (82-0690船引児童館

このゆびとまれ

　この記事は、船引高等
学校デュアルシステム企
業実習で経営戦略室に来
てくれた本田李那さんが
作成しました。

◆期間社員
【職種】　産業用マスクの組立など
【年齢】　18 歳～ 40 歳
【賃金】　時給 1,150 円
【時間】　① 8 時 30 分～ 17 時 30 分
　　　　② 20 時～翌日 5 時

株式会社重松製作所船引事業所船引

問・申(82-2500

≪求 人 情 報≫

この求人情報は、市の雇用促進対策と
して、市内の事業所などから情報
提供のあったものを無料で掲載して
います。
詳しい内容については、
事業所までお問い合わせください。

都路町商業施設 Domo（どーも）岩井沢店
従業員募集

　原子力災害の影響により離職を余儀なくされた失業
者などに対する一時的な雇用・就業機会の確保と、再
就職に向けた支援を目的として、市が整備する商業施
設に勤務する従業員を募集します。
●募集内容・人数　契約社員（有期雇用）１人程度
●業務内容　店舗販売員
●賃金　日額 6,500 円
●募集対象者　「福島県被災求職者※」を優先的に雇用
　※ 1．福島県内に所在する事業所に雇用されていた方
　       2．福島県内に居住していた方
　　いずれかに該当し、かつ過去 1 年以内に福島県内で
　　震災等対応雇用支援事業または原子力災害対応雇用
　　支援事業以外の仕事に就いていない方
●募集期間　11 月 16 日（土）～ 29 日（金）
●申込方法　
①ハローワーク郡山、または船引公民館内の田村市地域
　職業相談室（アルファ）へお申し込みください。
②申し込み後、ハローワーク紹介状と履歴書を下記いず
　れかの場所へ提出してください。
　【提出場所】
　▶産業部商工課　℡ 82-6677
　　午前 8 時 30 分～午後 5 時
　▶ Domo（どーも）岩井沢店　℡ 75-3100
　　午前 9 時～午後 6 時（日を除く）
●その他　
・採用決定後、市が業務を委託する事業者と雇用契約を
　締結していただきます。
問産業部 商工課(82-6677

り災証明書

　台風 19 号により自宅が被災した方に対するり災証
明書を発行します。
●内容　住家の損壊に関する証明
●必要書類　住家の被害状況が分かる写真があれば、
　ご持参ください。
●受付場所　市民部税務課
●その他　り災証明書は、現地調査などが必要になる
　場合があるため、即日交付はできません。
問市民部 税務課(81-2119

災害援護資金貸付金

　生活基盤に著しい被害を受けた世帯の生活再建に必
要な資金の貸し付けを行います。
●対象者　災害により負傷、または住居・家財の損害
を受けた方
●貸付限度額　350 万円
●受付期限　令和 2 年 1 月 10 日（金）
※条件と必要書類があります。詳しくは保健福祉部
　社会福祉課へお問い合わせください。
問保健福祉部 社会福祉課(81-2273

台風 19号により被災された方へ

災害見舞金

　災害を受けた住家の居住者を対象に、下表のとおり
災害見舞金を支給します。
●必要書類　り災証明書のほか、提出していただく書
　類があります。事前に保健福祉部社会福祉課へお問
　い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
●その他　建物の所有者であっても、居住されていな
　かった場合は対象になりません。

1 世帯につき り災害者 1 人につき
全　壊 70,000 円 10,000 円
半　壊 40,000 円   5,000 円

床上浸水 30,000 円
※住家が借家の場合は、見舞金の額が変わります。
※田村市社会福祉協議会、日本赤十字社福島県支部田
　村市地区からも、災害見舞金等の支給があります。
問保健福祉部 社会福祉課(81-2273

被災住宅の応急修理制度

　半壊等の被害を受けた住家について、日常生活に必
要不可欠な応急修理の支援をします。
　本制度の利用を希望する方は、修理をする前に建設
部都市計画課へご相談ください。
●対象　大規模半壊や半壊、損害割合が 10％以上の一
　部損壊の被害を受けた世帯
●内容　壊れた床、外壁、基礎、衛生設備などで、日
　常生活に必要不可欠な部分の修理
●限度額　１世帯あたり 595,000 円以内
　　　　　（一部損壊は 300,000 円以内）
※詳しくは、ホームページをご覧ください。
問建設部 都市計画課(82-1114

民間賃貸住宅借上制度

　住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居が
確保できない被災者に対し、県が民間住宅を借り上げ
て無償で提供します。
　本制度の利用を希望する方は、建設部都市計画課へ
ご相談ください。
●対象　
　①住居の全壊等で居住する住宅がない方
　②被災住宅の応急修理制度を利用しない方
※その他の条件有り
●県の費用負担　家賃、礼金、仲介料等（上限有り）
●契約期間　原則１年間
※詳しくは、ホームページをご覧ください。
問建設部 都市計画課(82-1114

～各種支援制度をご利用ください～

緊急雇用創出事業



主な問い合わせ先

●滝根行政局　〒 963-3692
　田村市滝根町神俣字関場 118 番地
　(78-2111（代表）　 FAX 78-3710
●大越行政局　〒 963-4192
　田村市大越町上大越字水神宮 62 番地 1
　(79-2111（代表）　 FAX 79-2953
●都路行政局　〒 963-4701
　田村市都路町古道字本町 33 番地 4
　(75-2111（代表）　 FAX 75-2844
●常葉行政局　〒 963-4692
　田村市常葉町常葉字町裏 1 番地 
　(77-2111（代表）　 FAX 77-2115

休日・延長窓口の開設案内

●取扱業務…各種証明書の発行のみ
【休日窓口】
●開設日…日曜日
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

【延長窓口】
●開設日…毎週木曜日（祝日を除く）
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午後 5 時 15 分～ 6 時 30 分

※時間外の緊急時連絡先  (81-1220

●田村市役所
　〒 963-4393
　田村市船引町船引字畑添 76 番地 2
　(81-2111（代表）　　81-2522FAX

※市民の声専用ダイヤル  (82-0066

暮らしの情報案内板
田村市ホームページ　http://www.city.tamura.lg.jp/

●問い合わせ先は問　●申し込み先は申  　●市への申込・書類提出について明記していないものは、期間中の
　土・日・祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで

市の募集・申請に関する
各記事の共通事項

暮らしの税情報

今月の納期限 12 月 2 日（月）
●国民健康保険税…5 期
●後期高齢者医療保険料…4 期分
問 市民部 市民課(82-1112

●入居者資格
①同居、または同居しようとする親
　族があること　
②世帯の収入が基準額を超えないこと
③現在、住宅に困窮していること
④市税を滞納していないこと　
⑤暴力団員でないこと

●申込方法
12 月 2 日（月）から 13 日（金）までに、
都市計画課か各行政局産業建設課に備え
付けの申込書に必要な書類を添えて、お
申し込みください。

（マイナンバーの利用により一部添付書
類の省略が可能です。）
●その他
　・申込者多数の場合は、抽選します。
　・その他、随時申込み受付可能な団地
　　もあります。詳しくは都市計画課へ
　　お問い合わせください。入居者募集中の団地

団地名 部屋番号 建築年 間取り 家賃 駐車場
　船引
　　船引馬場団地

2-17 号
（3 階） 昭和 49 年 3DK 10,200 円～

25,600 円 無

市営住宅入居者募集
問・申建設部 都市計画課(82-1114

健康保険証が変わったら
早めの届出を！

健 康
保 険

　転職や就職で職場の健康保険に加
入した際や、退職などにより職場の
健康保険を脱退した際は、市役所の
窓口で国民健康保険への切り替えの
手続きが必要です。
　手続きをしないで誤った健康保険
証を使用すると、正しい負担割合で
治療が受けられなかったり、あとで
治療費の返還が発生する場合があり
ます。
　健康保険証が変わった場合は、必
ず 14 日以内に届出をしてください。

【必要書類】
●国保に加入するとき
　・職場の資格喪失証明書
　・マイナンバーのわかるもの
　・身分証明書（運転免許証など）
●国保を脱退するとき
　・職場の健康保険証
　・国保の保険証（返却分）
　・マイナンバーのわかるもの
　・身分証明書（運転免許証など）
問市民部 市民課(82-1112

美山小放課後児童クラブ
支援員を募集します

募
集

●職種・人数
　学童支援員　6 人程度
●勤務場所　美山小学校
●勤務内容　放課後等の学童保育
●応募資格　特になし
※保育士資格、教諭免許等あれば尚可
●雇用期間　
　12 月中旬～令和 2 年 3 月 31 日
●勤務日等
　月曜日から土曜日までのうち、市
が指定する日時
　平　日：1 日 3 時間程度
　土曜日：1 日 6 時間程度（長期休
　　　　　業も含む）
●賃金
　時給 830 円（有資格者 990 円～）
　※通勤距離 2km 以上通勤手当有
●募集期限　11 月 29 日（金）
●提出書類　履歴書・資格証など
　※詳細については、こども未来課
　　へお問い合わせください。
問・申保健福祉部 こども未来課
(82-1000

人

間

週
権

第 71回

12 月 4日～ 10日
12 月 4 日（水）～ 10 日（火）までの 7 日間は、「第 71 回人権週間」です。

「人権」は自分と同じように他の人にもあります。お互いに相手の立場を考え、豊かな人間関係をつくりましょう。

差別、いじめ、嫌がらせなど、人権に関する問題でお困りの場合は、ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
相談は、人権擁護委員および法務局職員が応じ、秘密は守られます。
※年末年始を除く平日、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで電話相談を実施しています。

みんなの
人権110番 0570-003-110

様々な人権問題に関する相談はこちら

セクハラ、家庭内暴力など女性に関する相談はこちら

女性の人権
ホットライン 0570-070-810

学校でのいじめ、虐待など子どもに関する相談はこちら

子どもの
人権110番 0120-007-110

　要介護・要支援認定期間が切れる
方で、引き続き介護保険サービスの
利用を希望される場合は、更新申請
が必要です。更新申請は、認定有効
期間終了日の 60 日前から下記の窓
口で手続きができます。
　なお、更新申請は居宅介護支援事
業所や介護保険施設でも代行できま
す。詳しくは各事業所に直接お問い
合わせください。
●申請窓口　高齢福祉課、各行政局
　市民課、各出張所
問保健福祉部 高齢福祉課
(82-1115

要介護・要支援認定の
更新申請

更
新

　個人事業税とは、事業を営んでい
る個人に課税される県の税金です。
≪第 2 期分≫
●納期限　12 月 2 日（月）
●納税方法
　・納付書
　・口座振替
※新たに口座振替を申し込まれた
　場合は、来年度からの取り扱いと
　なります。
問福島県県中地方振興局県税部
課税第一課(024-935-1251

個人事業税納期のお知ら
せ

周
知

年末年始し尿くみ取りの
申し込みはお早めに！

周
知

　田村地方衛生処理センターは、
12 月 28 日（土）から翌年 1 月 5
日（日）まで休業します。
　年内にし尿くみ取りをご希望の方
は、次の期限までにお早めにお申し
込みください。

【滝根・大越・都路・常葉地区の方】
　⇒ 12 月 13 日（金）まで

【船引地区の方】
・瀬川、移、芦沢、七郷地区
　⇒ 12 月 13 日（金）まで
・文珠地区
　⇒ 12 月 20 日（金）まで
※上記以外の地区の方は、田村地
　方衛生処理センターまでお問い合
　わせください。
＜お願い＞
①留守家庭などのし尿処理および浄
　化槽清掃手数料は、金融機関窓口
　でお支払いいただくか、口座振替
　をご利用ください。
②トイレおよび浄化槽には、し尿お
　よびトイレットペーパー以外の異
　物を混入しないようにご注意くだ
　さい。
③台所で洗い物を行う際は、皿など
　の油汚れは一度、紙などで拭き取
　ってから洗浄してください。
問田村地方衛生処理センター
(82-1272　　82-1428FAX

そば打ち教室参加者募集募 　
　 集

　自分でそばを打ってみませんか？
星の村蕎麦倶楽部の皆さんを講師に
迎え、そば打ち教室を開催します！
●日時　12 月 22 日（日）
　　　　午前 9 時 30 分～午後 1 時
●場所　滝根公民館
●定員　15 人（先着順）
　※ 5 人以上集まらない場合は、　
　　中止します。
●参加料　1,000 円
●持参物　エプロン・三角巾・タッ
　パー（そばの持ち帰り用）
●申込方法　12 月 2 日 ( 月 ) から
　電話等で申し込みを受け付けます。
　※定員になり次第終了
問・申滝根公民館(78-2001

一緒に正月飾りを作って
　　もちつきをしませんか？

問教育部 生涯学習課
(81-1215

●日時　12 月 7 日（土）
　・午前 9 時 30 分～（正月飾り作り）
　・午前 11 時 30 分～（もちつき）
●場所　歴史民俗資料館
●参加料　無料


